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～新型コロナ対策に総力を挙げ、大阪から日本の新しい時代を切り開く～ 
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はじめに 

 
「大阪維新の会・大阪府議会議員団の議長候補の選出」に立候補させて頂くに

あたり、団の選出要領に従い政見を明らかにさせて頂きます。 

 
今年度の大阪府議会議長は、第 113 代目にあたります。その長い歴史と伝統

の重さに、そして、職責の重大さに、足がすくみそうになりますが、歴代議長の

みなさまの思いに恥じぬよう勇気と情熱を持って、府民の皆様の負託に真摯に

こたえるために全力を尽くす覚悟です。何卒、宜しくお願い申し上げます。 

 
さて、コロナ禍の現況は、昨日、安倍首相が緊急事態宣言を 39 県解除、大阪

府は継続中。吉村知事は大阪モデルで『７連勝』達成、外出自粛継続で休業要請

は段階的解除に明日から向かう状況にあります。今後は大阪府の緊急事態宣言

解除に向けた取り組みと２次感染拡大の予防と想定、そして、大阪経済の下支え

と回復に取り組んでいくことになります。感染症対策と経済回復の関係は、「あ

ちら立てれば、こちら立たず」のトレード・オフの関係のため、ワクチンが使用

可能となるまで、どちらも両にらみの微妙な状況が続くと思われます。昨年まで

の様に、大阪の成長のため一気呵成に走り抜けることは出来ない状況です。 

 
 議長の公務にも大きな影響があり、例えば、本来ならば、今年度の大阪府議会

の議長は、東京オリンピック・パラリンピックへの出席やドバイ万博への出席な

どが予定されていたそうです。しかし、東京オリンピック・パラリンピックもド

バイ万博も１年延期されたため、これらの行事への出席などはなくなっていま

す。加えて、従来、議長の方々が出席されてきた多くの行事は、中止や延期にな

る可能性が大きいと考えられます。そして、大阪都構想の住民投票や IR 誘致、

大阪関西万博など実現のための手続き日程についても、今後、変更の可能性がな

い訳ではありません。 

 
以上の現状を踏まえれば、議長が従来行ってきた事柄を今年度の議長は出来

ない可能性が高くなります。しかし、新型コロナ感染症から府民の皆さんの命を

守り、1930 年代の世界恐慌以来の景気後退になるとする国連の経済見通しもあ

り、これらに覚悟を持って取り組む時間を手にします。今年度の議長は、新型コ

ロナ対策に総力を挙げる使命があると考えマニフェストを作成しました。しか

し、未知の状況と早い状況変化の中に我々はいます。実際にはケース・バイ・ケ

ースになることは、ご容赦下さい。以下、出来なかった項目は、理由を明らかに

し説明を尽くす所存です。ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 
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１．大前提として、公正で円滑な議会運営を行う 

新型コロナ禍で、命と経済社会を守ることのバランスをどうとっていくのか

を議論するためにも、２次感染拡大を想定する議論を行うためにも、すべてにお

いて、公正で円滑な議会運営は必要です。 
日本国憲法「地方自治の本旨」、地方自治法に則った「法の支配」や「二元代

表制」に基づき、また、府民の負託に積極的に応えるために一層の議会改革を求

める「大阪府議会基本条例」や大阪府議会会議規則に基づき、まず大前提として、

公正で円滑な議会運営を行って参ります。 

 
 
 
 
 
参考 
大阪府議会基本条例（平成２１年３月２４日、全会一致にて可決）冒頭趣旨 
地方公共団体の自己決定権と責任の範囲の拡大に伴い、住民代表機関として

の議会は、その役割を再確認し、その機能をさらに充実強化することが求められ

ている。 
 議会は地方公共団体の意思決定を行う議決機関としての役割と、知事の執行

監視を行う監視機関としての役割を担っているが、地域における民主主義の発

展と住民福祉の向上は、知事と議会がそれぞれの特性を生かし、住民意思を行政

に的確に反映させる仕組みを構築せずして実現され得ないということは言うま

でもない。 
 府議会は、これまでから、府民に開かれた真の地方自治の実現を目指し、一方

の代表機関である知事と緊張ある関係を保ちながら、求められている役割を果

たすため、様々な改革への取組を進めてきた。 
 ここに、府議会は、日本国憲法及び地方自治法の精神にのっとり、これまでの

議会改革の取組をさらに進め、府民の負託に真摯にこたえることを改めて決意

し、この条例を制定する。 

 
 
 
 
 
 



4 
 

２．コロナ禍での議会運営のあり方に注力する 

 
参考 日本経済新聞 2020/04/24 
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① 非常時に対応した議会運営 

三田議長のもと、すでに大阪府議会では感染拡大を防止するため、非常時

対応の議会運営が一定進んでいます。直近では、地方自治法第 113 条「普通

地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会

議を開くことができない。」等の観点から出来ない取り組みもあることが報

道されていたところです。世界の議会運営を参考に、「日本の法令での限界」

や取り組みが可能な場合の予算額、同様の効果を出す代替案などを整理しま

す。 
基本的には、府民の皆さんの生活困窮や仕事の損失などが大きいため、議

会運営の資器材の整備に予算を確保するよりも、その予算は府民の皆さんへ

の所得再分配に使われるべきではないかと考えますが、２次、３次の感染拡

大を想定すれば、議会の適正な運営の確保も喫緊の課題でありますので、整

理検討の上、ご提案できるよう取り組みます。 

 
② 大阪のマイナス成長に対応した議会予算の組み替え 

「はじめに」で申し上げた通り、想定していた日程が延期や中止になる場

合などあり、議会の当初予算を執行せずに確保できる可能性があります。 
調査の上、議会予算を削減し府民の皆さんの必要な対策に充当できるよう

議会予算の組み替えに取り組みます。 

 
③ 事後の徹底した検証 

現在の大阪府議会は、専決処分の大幅な容認など知事へ権限を集中し、議

会日程を著しく短縮することで知事や職員の負担を大幅に軽減する一種「独

任制」的な作戦を取っています。これは有事の際の１つのセオリーであり、

結果として大阪府の取組は全国をリードしています。この作戦は、功を奏し

ているといえます。 
但しこの作戦を取る場合、事後に徹底した検証を行い、評価は選挙に委ね

るというのもセオリーです。また、大阪府の感染症の危機管理計画は深堀さ

れておらず、２次、３次の感染拡大を想定した場合、感染症危機管理の総点

検も必要です。事後の徹底した検証が行えるよう取り組んで参ります。 

 
④ 全国議長会等の協力と活用 

「１３府県議長会」や「２府６県議長会」とコロナ禍で協力し合える事項に

ついて検討します。「全国議長会」を通じて国へコロナ禍対応の提言等、オー

ルジャパンでの取り組みに寄与します。このご時世にまさか議員年金につい

て議論はないと思いますが、万が一あればちゃんと「反対」しときます。 
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３．大阪府議会を全国１位に 

 大阪府議会の議会改革は、府民の皆さんの負託に真摯に応えるために、「大阪

府議会基本条例」においても冒頭から大胆に議会改革の必要性が謳われていま

す。そして、現在、大阪府議会では議会改革検討協議会が設置され、大胆な改革

に取り組んでいるところです。また、コロナ禍での議会運営も、大阪府議会は大

胆に取り組んでいます。 
そして、早稲田大学マニフェスト研究所や日本経済新聞社（日経グローカル）

など、地方議会を対象とした評価に取り組んでいる機関があります。 
 府議会議員みなさんの取り組みを各々の評価機関でしっかりと評価頂けるよ

うに、適正な広報を行って参ります。また、大阪府議会の優れた取り組みについ

ては、評価機関のコンテスト等に出展し、「大阪府議会全国１位」を目指します。 

 
 
 
 
 

４．新たな取り組みを試みます 

参考 大阪府議会基本条例 
第五章 府民との関係 
(府民と議会の関係) 
第十条 議会は、府民の意見を聴く機会を設けるなど、府民が議会の活動に参画

する機会の確保を図り、府民の意思を府政に反映することができるよう努める

ものとする。 

 
 大阪府議会基本条例 第十条には、上記参考のような規定があります。現在、

コロナ禍で府民の皆さんが大変厳しい状況にあります。大阪府議会本会議場で

府民のみなさんがスピーチを行う機会を、地方自治法の公聴会や参考人制度で

はないかたちで（もちろん、専門家や現場の声を聞くため公聴会・参考人も積極的に活用すべきです

が）、確保することが出来ないか検討の上、試行できるよう取り組んで参ります。 
 例えば、大阪のこの大変な局面を様々なみなさんとの協力で乗り切っていく

ために、関経連 松本正義会長（住友電気工業会長）などが、大阪府議会本会議

場にて１０分程度のスピーチを行って頂くことはできないかなどの試みです。 

 
以上 


